
柏市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（平成２０年柏市規則第４号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(登録の申請) (登録の申請) 

第2条 略 第2条 略 

2及び3 略 2及び3 略 

4 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定め

る書類及び図面は，次に掲げるとおりとする。 

4 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定め

る書類及び図面は，次に掲げるとおりとする。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 

 (4) 条例第9条第4項の規定による研修の機会

の確保に係る計画を記載した書類 

 (5) 第7条各号に掲げる器具を当該器具ごと

に撮影した写真 

 


